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令和5年（2023年）3月9日付にて食品表示基準が改正され、加工食品への表示義務となる特定原材料
にくるみが追加されました。
これにより、令和7年（2025年）4月1日以降は加工食品への表示が必要となります。
（2025年3月31日までは経過措置期間）
弊社では、くるみをはじめとする各食物アレルゲン検査を受託しております。
食品表示対策やコンタミネーションリスクの確認としてぜひご利用ください。

特定原材料

追加 これまでは「特定原材料に
準ずるもの」として推奨表示

今後は「特定原材料」として
義務表示に

令和5年（2023年）3月9日付にて
食品表示基準が改正（猶予期間あり）

図.即時型食物アレルギーの原因食物
参考︓消費者庁「令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書 」より作成 

くるみアレルギーの症例
９年で��倍に急増
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木の実類の内訳
くるみが最多

木の実類の内訳（割合）

食物アレルゲン検査

くるみ （56.5％）

◆項目名：くるみ（特定原材料）

※ELISA法については、迅速対応でのご報告も可能です。（別途料金が発生いたします）
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